
 

ひとりで悩まないで、お話してみませんか。一緒に解決する方法を見つけましょう！ 

 

 

 

人権擁護相談員はあなたの街の相談パートナーです。 

特設人権相談日
６月１日（月) ８月１８日（火） １２月４日（金）  

２月１日（月)  

会場：甲州市役所本庁舎２階 第一会議室 時間：午前１０時～午後３時  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課総務担当（0553-32-5041）  

 

 

↓ 毎月実施している合同相談でも人権相談を承っております。（令和８年度） 

４月１０日（金） ５月８日(金） ６月１２日(金） ７月１０日(金） ８月１４日(金） ９月１１日(金） 

１０月９日(金） １１月１３日(金） １２月１１日（金） １月８日(金） ２月１２日(金） ３月１２日(金） 

 

 

相談内容については 

秘密を守ります。 

お気軽にご相談ください。 

〇お急ぎのご相談は全国共通人権相談機関にお問い合わせください。 

みんなの人権１１０番（全国共通）      ０５７０－００３－１１０ 

 子どもの人権１１０番（通話無料・全国共通） ０１２０－００７－１１０ 


